
特に以下の事例がありましたら情報提供をお願いいたします。 

・通常、あまり見かけない海域・時間帯で漁船・プレジャーボートが停泊している。 

・夜間、沖合い・船舶に向かってライト等でシグナルを送っている。 

・乗組員が埠頭内に手荷物を置き去りにした。 

・通関を異常に急いだり、頻繁に検査状況等を問い合わせてくる輸入者がいる。 

・インボイス等へ記載されているものと異なる貨物がある。 

・同一貨物のなかに異なるマーク・目印を付している貨物がある。 

・輸入中古自動車、船舶等に、何かを隠し入れるために改造したような不自然な跡 

（二重底など）がある。等 

 

「あやしいな・おかしいな」と思ったらすぐ通報  詳しくはWEBサイトで！  

              

 

 

フリーダイヤル    シ  ロ  イ    ク  ロ  イ 

密輸ダイヤル ０１２０－４６１－９６１ 
    メールアドレス E-mail: yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp  

令和 4年 12月 

 

日本関税協会 横浜支部   殿 

 

横 浜 税 関 

 

令和４年 「年末特別警戒期間」における協力依頼について 

 

 平素から税関行政に対し、深いご理解と多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 税関では不正薬物、金地金及びテロ関連物資等の不正輸入の取締りを最重要課題として位置

づけ、取締関係機関と連携しながら全力をあげて水際取締りに取り組んでおります。 

特に、年末においては輸出入貨物や郵便物が増加し、これに便乗した密輸事犯の増加が懸念

されることから、下記のとおり「年末特別警戒期間」を設定し、水際での取締りを強化いたし

ます。期間中、職務質問や検査等の頻度が増加することになりますが、ご協力を賜りますよう

お願いいたします。 

また、不正輸入に係る情報はもとより、貨物、人、船舶、取引態様等について、不自然、不

審と思われる点がございましたら、どんな些細なことでも結構ですので、最寄りの税関官署又

は下記の連絡先までご提供頂きますようご協力をお願いいたします。 

 

記 

 実施期間：令和 4年 12月 12日（月）～令和 4年 12月 21日（水） 

 

検索 

👆 

 

税関 密輸 

密輸110番 

メールアドレス 



















横浜税関
年末特別警戒期間

令和4年12月12日(月)～12月21日(水)
横浜税関では

覚醒剤等の不正薬物、金地金及びテロ関連物品等の密輸に
対する水際取締りを一層強化しています！

密輸ダイヤル ０１２０－４６１－９６１
E-mail: yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp 密輸110番

メールアドレス

【密輸情報の提供のお願い】
密輸防止には皆様の情報提供が大きな力となります。身の回りで「不審な貨物」や「怪しい言動をする不審者」
などを目にした際は税関密輸情報窓口に通報願います。「あやしいな・おかしいな」と思ったらすぐ通報
詳しくはWEBサイトで！

検索

👆


